
　
障
が
い
が
あ
る
方
の
た
め
に
使
用

す
る
軽
自
動
車
な
ど
の
税
金
は
、
障

が
い
の
等
級
な
ど
一
定
の
要
件
を
満

た
し
た
場
合
、
申
請
す
る
こ
と
で
減

免
（
全
額
免
除
）
と
な
り
ま
す
。
詳

し
く
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
期
日　
６
月
２
日
㈪
ま
で

▽
場
所　
課
税
課
市
民
税
係

▽
持
ち
物　
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）

納
税
通
知
書
、
交
付
を
受
け
て
い

る
手
帳
、
運
転
免
許
証
か
免
許
情

報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
減
免

を
受
け
る
軽
自
動
車
な
ど
を
運
転

さ
れ
る
方
の
も
の
）

▽
そ
の
他　
減
免
は
、
障
が
い
者
１

勉
強
会
や
関
連
施
設
の
視
察
研
修

●
主
任
児
童
委
員
は
、
子
ど
も
に
関

す
る
支
援
を
専
門
的
に
担
当
。
地

域
担
当
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員

と
連
携
し
た
子
育
て
の
支
援
や
児

童
健
全
育
成
活
動
の
取
組

民
生
児
童
委
員
協
議
会
の
啓
発
活
動

　
ポ
ケ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ
の
配
布
を

行
い
ま
す
。
ま
た
、
５
月
15
日
㈭
は

市
長
が
一
日
民
生
委
員
と
し
て
普
及

啓
発
活
動
に
参
加
し
ま
す
。

▽
場
所
・
日
時

●
ス
ー
パ
ー
ア
ル
プ
ス
あ
き
る
野

店
・
マ
ル
フ
ジ
舘
谷
店
…
５
月
12

日
㈪　
午
前
10
時
～
午
後
３
時

●
市
役
所
…
５
月
13
日
㈫　
午
前
10

時
～
午
後
３
時
、
５
月
15
日
㈭　

午
前
10
時
～
11
時
30
分

▽
問
合
せ　
福
祉
総
務
課
福
祉
総
務

係（
直
通
５
１
８
・
７
２
５
０
）

行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
機
会
に
、
自
転

車
の
交
通
ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー
を
再
確

認
し
ま
し
ょ
う
。
自
転
車
死
亡
事
故

の
約
６
割
が
頭
部
に
致
命
傷
を
負
っ

て
い
ま
す
。
事
故
に
備
え
、
自
転
車

用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
し
ま
し
ょ
う
。

▽
自
転
車
安
全
利
用
五
則

●
車
道
が
原
則
、
左
側
を
通
行
・
歩

道
は
例
外
、
歩
行
者
を
優
先

●
交
差
点
で
は
信
号
と
一
時
停
止
を

守
っ
て
、
安
全
確
認

●
夜
間
は
ラ
イ
ト
を
点
灯

●
飲
酒
運
転
は
禁
止

●
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用

▽
問
合
せ　
五
日
市
警
察
署
（
☎
５

９
５
・
０
１
１
０
）、
福
生
警
察

署
（
☎
５
５
１
・
０
１
１
０
）、

地
域
防
災
課
地
域
安
全
係

も
の
日
か
ら
１
週
間
を
児
童
福
祉
週

間
と
定
め
て
お
り
、
子
ど
も
の
健
や

か
な
成
長
、
子
ど
も
や
家
庭
を
取
り

巻
く
環
境
に
つ
い
て
、
国
民
全
体
で

考
え
る
取
組
を
し
て
い
ま
す
。

　
市
で
も
、
子
ど
も
や
子
育
て
家
庭

へ
の
支
援
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
子
育

て
ひ
ろ
ば
な
ど
親
子
の
交
流
の
場
を

提
供
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

▽
問
合
せ　
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー

子
育
て
支
援
事
業
係
（
☎
５
５
０
・

３
３
６
１
）

　
国
で
は
、
毎
年
５
月
５
日
の
こ
ど

ア
）、
あ
き
る
野
市
民
球
場

●
使
用
開
始
…
10
月
１
日（
予
定
）

●
契
約
期
間
…
５
年
以
上（
原
則
）

●
応
募
資
格
…
法
人
格
を
有
す
る
団

体
等

●
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
の
対
価
（
年

間
、
下
限
額
）
…
両
施
設
と
も
１

０
０
万
円

●
応
募
書
類
（
募
集
要
項
）
…
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
す
る
か
、
企
画
政
策
課
と
施
設

所
管
課
の
窓
口
に
て
配
布
（
５
月

30
日
㈮
ま
で
）し
て
い
ま
す
。

●
申
込
み
方
法
…
応
募
書
類
を
施
設

所
管
課
に
郵
送
す
る
か
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

※
愛
称
は
、
施
設
の
一
般
的
な
呼
称

と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
、
正

式
な
名
称
を
変
更
す
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

※
あ
き
る
野
ル
ピ
ア
に
付
与
す
る
愛

称
は
﹁
ル
ピ
ア
﹂
を
含
め
た
も
の

と
し
て
く
だ
さ
い
。

●
施
設
所
管
部
署

＊
あ
き
る
野
ル
ピ
ア
…
生
涯
学
習
推

進
課
生
涯
学
習
係

＊
あ
き
る
野
市
民
球
場
…
ス
ポ
ー
ツ

推
進
課
ス
ポ
ー
ツ
推
進
係

●
応
募
書
類
提
出
期
間　
５
月
12
日

㈪
～
６
月
13
日
㈮
（
施
設
休
館
日

を
除
く
）

▽
そ
の
他　
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　
企
画
政
策
課
（
直
通
５

５
８
・
１
２
６
１
、

010101
@
akiruno-info.tokyo.jp

）

民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
は

　
各
担
当
地
域
で
福
祉
に
関
す
る
相

談
に
応
じ
る
な
ど
、
地
域
住
民
と
関

係
行
政
機
関
と
の
つ
な
ぎ
役
と
し

て
、
安
心
し
て
住
み
続
け
ら
れ
る
ま

ち
づ
く
り
に
努
め
、
活
動
し
て
い
ま

す
。
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
を
さ

れ
た
非
常
勤
の
地
方
公
務
員
で
、
守

秘
義
務
が
あ
り
ま
す
。
各
地
域
の
担

当
委
員
は
、
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ

く
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
主
な
活
動

●
高
齢
者
や
障
が
い
の
あ
る
方
の
安

否
確
認
や
見
守
り
、
子
ど
も
た
ち

へ
の
声
掛
け

●
医
療
や
介
護
の
悩
み
、
妊
娠
や
子

育
て
の
不
安
、
失
業
や
経
済
的
困

窮
に
よ
る
心
配
事
な
ど
、
様
々
な

相
談
に
対
応

●
様
々
な
相
談
に
対
応
す
る
た
め
の

　
５
月
31
日
㈯
ま
で
、
自
転
車
安
全

利
用
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が

　

今
回
の
募
集
は
、
団
体
等
か
ら
、

両
施
設
に
対
す
る
愛
称
の
付
与
の
提

案
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
実
施
す
る

も
の
で
す
。
審
査
を
経
て
、
ネ
ー
ミ

ン
グ
ラ
イ
ツ
・
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
っ

た
企
業
は
、
市
に
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ

ツ
の
対
価
を
払
う
こ
と
に
よ
り
、
施

設
に
愛
称
を
付
与
で
き
る
な
ど
、
企

業
広
告
と
地
域
貢
献
の
機
会
を
得
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
募
集
内
容
な
ど

●
対
象
施
設
…
あ
き
る
野
市
産
業
文

化
複
合
施
設
（
あ
き
る
野
ル
ピ

人
に
つ
き
１
台
（
普
通
自
動
車
な

ど
で
減
免
を
受
け
て
い
る
方
は
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
）

▽
問
合
せ　
課
税
課
市
民
税
係
（
直

通
５
５
８
・
１
６
８
２
）

通
徴
収
・
特
別
徴
収
両
方
の
方
…

６
月
10
日
㈫
以
降

※
勤
め
先
か
ら
給
与
支
払
報
告
書
の

提
出
や
、
本
人
か
ら
の
確
定
申
告

か
市
・
都
民
税
申
告
書
の
提
出
が

な
い
な
ど
、
課
税
資
料
の
登
録
が

な
い
場
合
は
、
課
税
証
明
書
・
非

課
税
証
明
書
の
発
行
は
で
き
ま
せ

ん
。

令
和
７
年
度
の
軽
自
動
車
税

︵
種
別
割
︶
納
税
通
知
書
の
送
付

　

４
月
１
日
（
賦
課
期
日
）
現
在
、

原
動
機
付
自
転
車
や
軽
自
動
車
、
小

型
特
殊
自
動
車
、
二
輪
の
小
型
自
動

車
を
所
有
し
て
い
る
方
に
送
付
し
ま

す
。

▽
発
送
日　
５
月
１
日
㈭

▽
問
合
せ　

課
税
課
市
民
税
係

︵
直
通
５
５
８
・
１
６
８
２
︶

　
市
税
の
納
付
に
は
、
納
付
書
の
管

理
が
い
ら
な
い
、
非
対
面
で
納
付
で

き
る
、
支
払
い
の
手
間
が
掛
か
ら
な

い
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
口
座
振

替
が
お
す
す
め
で
す
。
申
込
み
は
、

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

通
帳
の
届
出
印
を
押
印
し
、
市
内
金

融
機
関
か
市
役
所
に
提
出
（
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
を
希
望
の
場
合
は
、
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
の
窓
口
に
提
出
）
す
る
こ

と
で
完
了
し
ま
す
。
安
全
・
確
実
・

便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。訪

問
や
電
話
に
よ
る
催
告
を

行
っ
て
い
ま
す

　
納
期
限
ま
で
に
市
税
を
納
め
て
い

た
だ
け
な
い
場
合
、
未
納
と
な
っ
て

い
る
市
税
を
自
主
的
に
納
付
い
た
だ

く
よ
う
、
職
員
が
訪
問
や
電
話
に
よ

る
催
告
を
実
施
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
不
審
な
訪
問
や
電
話
、
詐
欺
で

は
な
い
か
と
心
配
な
と
き
は
、
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　
徴
税
課
徴
税
係
（
直
通

５
５
８
・
１
６
８
９
）

▽
給
与
か
ら
引
き
落
と
し
︵
給
与
特

別
徴
収
︶の
方

●
発
送
日
…
５
月
12
日
㈪

※
市
か
ら
事
業
主
宛
て
に
送
付
し
ま

す
の
で
、
勤
務
先
な
ど
か
ら
税
額

決
定
通
知
書
を
受
領
し
て
く
だ
さ

い
。

▽
納
付
書
払
い
・
口
座
振
替
︵
普
通

徴
収
︶
の
方
、
年
金
か
ら
引
き
落

と
し︵
年
金
特
別
徴
収
︶の
方

●
発
送
日
…
６
月
10
日
㈫

※
市
か
ら
各
個
人
に
送
付
し
ま
す
の

で
、
支
払
方
法
な
ど
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い
（
非
課
税
の
方
に
は
、

送
付
し
ま
せ
ん
）。

課
税
証
明
書
・
非
課
税
証
明

書
の
発
行

▽
発
行
日　
課
税
の
方
法
で
、
課
税

証
明
書
・
非
課
税
証
明
書
の
発
行

日
が
異
な
り
ま
す
。

●
給
与
特
別
徴
収
の
方
…
５
月
12
日

㈪
以
降

●
普
通
徴
収
、
年
金
特
別
徴
収
、
普

交
通
事
故
な
ど
第
三
者
か
ら
受
け
た
け
が
や
病
気
は
、
加
入
の
健
康
保
険
へ
届
出
し
ま
し
ょ
う

あ
き
る
野
ル
ピ
ア
と
あ
き
る
野
市
民
球
場
の

　
　
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
・
パ
ー
ト
ナ
ー
企
業
を
募
集
し
ま
す

５
月
５
日
~
11
日
は

　
　
　
児
童
福
祉
週
間
で
す

５
月
12
日
は
民
生
委
員
・

　
　
　
　
　
児
童
委
員
の
日

自
転
車
安
全
利
用

Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　
~
守
ろ
う
！
自
転
車
の

　
　
　
ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー
~

市
民
税
・
都
民
税
・
森
林
環

境
税
納
税
通
知
書
等
・
軽
自

動
車
税
︵
種
別
割
︶
納
税
通

知
書
の
発
送
の
お
知
ら
せ

口
座
振
替
で
確
実
に
納
期
限

内
に
納
付
し
ま
し
ょ
う

障
が
い
が
あ
る
方
な
ど
の

軽
自
動
車
税︵
種
別
割
︶の
減
免

あ
き
る
野
市
下
水
道
事
業

経
営
戦
略
を
改
定
し
ま
し
た

　
下
水
道
事
業
を
取
り
巻
く
経
営
環

境
は
厳
し
さ
を
増
す
状
況
に
あ
り
、

使
用
料
収
入
の
減
収
、維
持
管
理
費
、

改
築
更
新
費
用
の
増
加
な
ど
の
諸
課

題
が
あ
る
中
、
将
来
に
わ
た
り
継
続

的
、
安
定
的
に
事
業
運
営
を
行
う
必

要
が
あ
る
こ
と
か
ら
経
営
戦
略
を
改

定
し
ま
し
た
。

※
本
計
画
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

で
提
出
さ
れ
た
意
見
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

▽
期
間　
令
和
16
年
度
ま
で

▽
問
合
せ　
生
活
排
水
対
策
課
（
直

通
５
５
８
・
２
０
５
４
）

あきる野市民球場 あきる野ルピア

啓発活動の様子

ミンジー

あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹ 令和７年（2025年）５月１日 （2）


